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研究成果の概要（和文）：平成26年度から平成29年度に実施した3つの調査研究から、我々は日本型と言える特
徴を備えた性暴力被害者への看護ケアの重要項目を明らかにした。それに加え、文献検討で整理したWHO暴力対
応ガイドラインやなど北米のSexual Assault Nurse Examinerプログラムを基にして、性暴力被害者看護ケアの
基本プロトコルを創り、看護職に対する教育プログラムの組み立てを行った。これによって、病院拠点型ワンス
トップ支援センターに展開されるべき性暴力被害者看護ケアを、機関を問わず提供することに資する。今後の展
開として、看護基礎教育に組み込み、効果の検証をしていくことを目指す。

研究成果の概要（英文）：The aim of the three studies we have conducted since 2014 was to create "The
 Forensic Nursing Care for Sexual Assault Survivors utilizing One-stop Support Center and 
Educational Nursing Program in Japan". As the result of these studies, we developed a new model for 
Japanese sexual assault survivors. This nursing methodology is very useful for not only One-stop 
Support Center workers, but also hospital workers to practice specifically forensic nursing for 
sexual assault survivors from the basics.  

研究分野： 医歯薬学
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１．研究開始当初の背景 
内閣府の調査等で既に明らかになってい

るように、性暴力は重大な人権侵害となる
犯罪であり、かついつ誰が性暴力に遭遇す
るか予測もできない恐ろしい被害である。
しかも、日本社会は性に関することは未だ
にタブーで、声をあげても加害者ではなく
被害者が非難されてしまう社会でもある。
また、内閣府の調査では、被害女性の約
60％は誰にも相談をしていないことが指摘
されている。誰にも相談しない理由として、
「恥ずかしくて誰にも言えなかった」、「自
分さえがまんすれば何とかやっていけると
思った」、「思い出したくなかった」、「相談
しても無駄と思った」があげられている。
このように、性暴力被害者は甚大な身体的、
心理社会的健康被害を蒙るにもかかわらず、
極めて援助を求めにくいという特異な状況
におかれている。 
性犯罪被害者ケアの先進国である北米で

は 20 年以上も前に、SANE（性暴力被害者
支援看護師）や SART（性暴力被害者支援
チーム）が開発・発展され、医療ケアにと
どまらず司法ニーズも包含した看護ケアを
展開してきた。一方、我が国では 2010 年に
なり、ようやく最初の性暴力被害者に包括
的支援（医療・福祉・司法等）を提供でき
る病院拠点型のワンストップ支援センター
が設立された。その後徐々に全国でワンス
トップ支援センターが増えてきたが（平成
30 年 3 月 40 箇所超）、包括的な医療ケアを
提供できる病院拠点型は少ない。 
総合型ケアを提供できる病院拠点型ワン

ストップ支援センターだけでなく、どこの
施設においても、性暴力被害者の抱える医
療・福祉・司法ニーズに対応できるケアを
提供できることを最終目標としている。そ
のために、司法看護ケアを提供できる看護
職の育成のための看護教育プログラムの構
築を行うことを、本研究の目標とする。 

 
２．研究の目的 
【平成 26～27 年度】 
性暴力・性暴力被害者に関わる医療、司

法、福祉関係者面接調査を行い、司法ニー
ズに対応できる看護ケアの要素を抽出する

ことを目的とした。 
また、WHO の暴力対応ガイドラインが

推奨する性暴力被害者を中心に据えた看護
ケア、米国の司法省の司法ニーズへの対応
方法および SART や CCRｓを整理し、看護教
育プログラムの根幹部分を作成することも
目的とした。 
【平成 28 年度】 
平成 26～27 年度野の研究結果をもとに、

平成 28 年度は性被害（デート DV）に特に
遭いやすい 10 代女性の被害実態や意識や
行動について質問紙調査を行った。 
若年であることによる脆弱性、知識もライ
フスキルも人脈も経済力もない上に、性に
対する興味関心が高まり行動化が顕著とな
る高校生の実態を把握することを目的とし
た。 
【平成 29 年度】 
平成 28～29 年度は、性暴力被害者に対す

る看護教育プログラムを作成することを目
的とした。これまでの挑戦的萌芽研究や基
盤研究 C の研究等で得られた知見を基にプ
ログラムの開発を行うことを目的とした。
加えて、需要が高まりつつあるメール相談
における看護ケアのあり方を検討するため、
NPO メール相談サイトにおける相談実態
や相談内容を明らかにすることを目的とし
た。 
メール相談は性暴力被害者が相談につな

がる打開方法として、現在注目され需要も
高まっている。特に、「誰にも言えない」と
思っている性暴力被害者や、その悩みを知
り得た家族や周囲の人にとって、支援につ
ながる有効な方法として位置付けることが
できる。子どもと女性を対象とした NPO
メール相談の分析によって、性虐待・性暴
力被害者の実態と課題抽出、有効なケアの
要素抽出を行う。得られた結果を「司法看
護ケアの看護教育プログラム」の精緻化に
活用することを目的とした。 
 
３．研究の方法 
【平成 26～27 年度】 
性犯罪・性暴力被害者のケアに関わって

いる者 15 名に面接調査を行い、得られたデ
ータの質的帰納的分析を行った。その結果、



 
 

病院拠点型ワンストップ支援センターにお
ける医療／看護ケアのポイントが明らかに
なった。「看護師として知るべき性暴力現状
と関連情報」「診察介助の前段階の情報収集」
「診察中の言動で注意すべきこと」「医師と
の調整内容」「専門機関と連携する上で必要
な配慮」「司法ニーズに対応する上で必要な
知識・スキル」「ワンストップ支援センター
の体制・組織運営上の課題」の７つである。 
【平成 28 年度】 
 高校生は、知識や対人スキルもないまま、
日常的にインターネット、SNS を利用する
ため、性被害にあいやすいハイリスクグル
ープで、性被害防止教育のターゲット層と
なる。分析結果、恋愛をしたら望まないセ
ックスに流されやすく、インターネット上
で見知らぬ人と出会い恋愛をすることに抵
抗がなく、ネット上で自分のプライベート
写真をやりとりすることに警戒心を持たな
いことが明らかになった。被害者の認識と
行動特性を理解することが、共感的な支援
につながるため、結果をプログラムに組み
込むこととした。 
【平成 29 年度】 
最終年度の平成 29 年度では、メール相談

における看護ケアのあり方に関する研究を
行った（論文で報告予定であるが、本報告
書で概略を報告する）。 
 ①研究対象   
インターネット相談サイト A に寄せられ

た匿名の相談内容を研究対象とした。  
②研究方法   
インターネット相談サイト A に寄せられ

た相談内容のうち、性虐待、性暴力被害に
関する相談 86 件を分析対象とした。質的帰
納的分析を行った。   
③研究期間： 

2016 年 12 月 1 日～2017 年 11 月 30 日  
④研究の倫理的配慮： 
研究者の所属機関で倫理審査を経て、研

究の同意を得て実施した。 
⑤研究結果  
A. 被害者の背景と相談にいたる期間 
被害直後よりむしろ、数年から数十年た

ってから相談にいたるケースも少なくない。
「今は通常の生活が送れているものの、高

校生の時性暴力を受け、その時怖くて病院
にも行けず、母親にもちろん話せない。」「30
代になり、急に思い出し怖い思いをする。」
との悩みが綴られていた。 
 
表１ 相談時および被害時の年齢、相談ま
で要した期間 

 
  
現在、性暴力被害者に対する急性期ケアは
ようやく確立されつつあるが、中長期にわ
たるケアモデルは未確立である。長期間を
経て性暴力被害を開示する被害者が多いこ
とが明らかになったことで、複雑性 PTSD
など、なお一層生きづらさを抱える被害者
へのケア開発の必要性や重要性を指摘した
い。 
 また、20 歳未満の相談者が少なくないた
め、幼児期からの性暴力防止プログラムや
看護ケアの開発、家族・地域社会への周知
や支援プログラム開発も求められる。 
 
B．二次被害と感じた経験 （表２） 
被害者の約 25％が公的な相談先で、さらに
傷つけられる二次被害を経験していた。こ
れは捜査機関、医療機関、地域社会への教
育研修の必要性を強く示唆するものである。 

項目 年齢 人数

相談時の年齢

記載なく不詳 57

10代 9

20代 7

30代 1

40代 2

被害時の年齢

記載なく不詳 37

未就学児童 1

小学生 8

中学生 3

高校生 8

大学生 10

18歳以上（大

学生を除く）
9

被害から相談までの期間

記載なく不詳 42

直後から数週間 13

1年未満 1

3年未満 6

3～5年未満 2

5～10年未満 3

10～15年未満 7

15年以上 2



 
 

 
表２ 二次被害と感じた経験 

 

 
C．被害者の孤立した状況 （表３） 
表３  被害者の孤立状況 n=33 
相談対象 内容 

家族 ・言えない、相談できない、知

られたくない（9 人） 
・相談したが取り合ってくれな

かった、理解してもらえなかっ

た、助けてくれない（5 人） 

友人 ・恥ずかしくて言えない、話せ

ない（4 人） 

誰にも／誰

も 

・つらく、悲しくて言えない、

相談できない、知られたくない

（7 人） 
・相談にのってくれる人がいな

かった、本気で向き合ってくれ

ない（3 人） 

その他 ・どこに相談したらいいか分か

らない、自責の念で相談できな

い、責められてつらい（5 人) 

 

 先に述べた内閣府の調査結果と同じよう
に、「恥ずかしくて言えない」、「つらくて言
えない」などの記述が目立った。その一方
で、「相談したが取り合ってくれなかった、
理解してくれなかった、助けてくれなかっ
た」などの相談もあった。 
これは性被害の相談を受けた家族や友人

などの周囲の人々の戸惑いや、混乱、どう
反応してよいか分からないことを示してい
ると推察される。 
 

D．性被害者の複雑な気持ち（自責の念、
後悔、自殺年慮など） 
「加害者からの暴行や脅迫がなかったの

に拒否できなかったり、安易な気持ちでつ

いていってしまったり、被害にあった自分
の弱さや慎重さの足りない行動に対する自
責」、「被害に遭ったときにもっと抵抗すれ
ばよかったという慙愧の念」、「病院にいけ
ばよかった、警察に相談すればよかったと
いう後悔」、「自分が無価値に思えて死にた
くなる」などの複雑な気持ちが記述されて
いた。 
  
E．有効な支援 
 約 60％の相談は単回であったが、40％は
複数回で 5 回以上のやり取りを行なう事例
もあった。 
 性暴力被害者に対する有益なメール支援
方法の原則について以下に述べる。 
まず、ようやく相談の端につながった被

害者の気持ち・勇気を認めることが最も重
要であると考える。具体的には、相談に対
する感謝の言葉を述べ、適切な支援機希求
行動を賞賛する。この対応によって、不安
を抱えながらも、相談して良かった、向き
合ってくれる人がいると思ってもらうこと
が支援につながる糸口になる。 
次に、被害者の身体的、心理社会的健康

の状態を確認することである。性暴力被害
による健康被害は甚大であり、PTSD など
重篤な症状を抱えている場合もあり、精神
科やカウンセリングにつなぐ必要がある。
場合によっては妊娠や性感染症罹患の可能
性もあり、緊急避妊薬処方や性感染症の防
止のために産婦人科の受診を奨める。 
その後、適切な相談先を被害者の状況を

アセスメントしながら、被害者の意向を確
認しながら支援をつなぐ機関を選択する。
そのためには、関連機関がお互いの役割機
能を熟知し、なおかつ組織間の横断的活動
ができる保障が重要となる。 
詳細については、研究者が執筆した「性

犯罪・性暴力被害者のための看護ケア」や
「WHO 暴力対応ガイドラインが推奨する性
暴力被害者を中心に据えた看護ケア」を参
照して頂きたい（５．主な発表論文等（1）
（3）（4））。 
 
４．研究成果 
 平成 26 年度から平成 29 年度に実施した

警察　 10

病院 2

家族・知人 4

相談機関 1

職場 1

その他 1 不特定多数

計19件(複数回答あり)



 
 

調査から 3 つの調査研究、およびわれわれ
の挑戦的萌芽研究から得られた知見から、
日本の性暴力被害者への看護ケアの重要項
目が明らかになった。それらの知見および
WHO 暴力対応ガイドラインなどに基づい
て、基本的な看護ケアのプロトコルを創り、
さらに看護職に対する教育プログラムの組
み立てを行った。  
これは欧米型先進ケアモデルに加え日本

社会により適合するケアモデルといえる。 
そして、病院拠点型ワンストップ支援セン
ターに展開されるべき性暴力被害者に対す
る看護ケアを、ワンストップ支援センター
のみならず、基本的な看護ケアとして、看
護基礎教育に組み込み、性暴力被害者ケア
のスタンダードケアの底上げにも資する。 
このプログラムを多施設で実施し、効果の
検証をしていくことが今後の課題である。 
 
５．主な発表論文等 
（研究代表者、研究分担者および連携研究
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